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◆家族に持病のある社長の会社が倒産したら…

「先生！頑張ってみましたがやっぱりダメです…」
と言ってきたのは、１年ほど前に相談にいらした社長
でした。
お預かりした資料からスクリーニングをした結果、

「今なら、会社を閉じても社長自身も再起の期待が持
てる結果が出るはず…」と、事業の継続を思いとどま
ることをおすすめしたことを想い出した。
税理士と相談したら「金融機関が融資をしてくれる

のなら…」と財務資料をまとめてくれたので、何とか
この借入で切り抜けられると、頭の中は更に続けると
いう答えしかないようでした。
しかしその借入は保証協会の保証付きでしたが社長

の連帯保証だけでは無理だったので、病弱で療養中の
妻の父親に連帯保証人になってもらえることになった
とのことでした。
業界の市況を見ても決して安心できる状況とは思え

ず、もしもこの借入でも乗り切れなかったら、実家にどれ
だけの迷惑がかかるのかを繰り返し話したのですが、結局
その話を最後に連絡がなくなってしまいました。こちらか
ら電話を電話に出ないのでとても心配でした。
個人の連帯保証の額として１５００万円は大金です。病

弱の妻だけでなくその実家まで巻き添えにしてしまったこ
とに深く反省はしているものの、今さら元に戻すことは出
来ません。
借入が出来るようにと、社長の所得を多く見せるために

役員給料も１００万円としていたので、高い源泉税と社会
保険料を支払うのもきつかったようです。でも銀行からの
借入が出来た…？？。但し、義父に連帯保証人になっても
らって…？？。おかしなことを平気でやってしまうのが、
断末魔が近い会社の典型なのかも知れません。
いよいよ倒産の危機なのでしょうか。療養中の妻の状況

も決して好転しているとは云えない状況のようですし、義
父にはどのように話しを切り出したらいいものか…と悩む
毎日で、眠れない日々を過ごしているということでした。

◆無収入なのに高額な国民健康保険料の納付か…

「今いちばん気がかりなことは？」という問いに、義父
に迷惑をかけることと、妻が療養中なので健康保険証は欠
かせず、倒産して収入がなくなったときの高額な保険料の
ことだというのです。
確かに国民健康保険の保険料は、本人の前年度の所得に

対して計算されてしまうので、月給１００万円をもらって
いたことがこんなところで影響してくるとは考えていなかっ
たようです。
ふたたび資料を見せていただき、２時間ほどかけてスク

リーニングをしてみました。売上計画、利益計画などから
「事業計画書」を、試算表から「清算Ｂ／Ｓ」をつくり、

３ヶ月、１年、３年の「資金繰り表」を作成してみま
したが、再生させるには「神風に期待（？）」するし
かないぐらいの状況でした。
何度数字を見直してみても、元気だった社長の気力

がすっかり減退ししているのですから「受注計画」が
期待できなく、「Ｘデー」までに何をしておいたらい
いのかを知りたい様子でした。
①これからは社長の給料は支払わない。あるいは、決
算の直後であれば議事録を作成しさかのぼって１０
万円ぐらいに減額しておくこと。

②生活費は、社長が会社に貸し付けていた分を「借入
返済」としておくこと。今年度の所得がなくなれば
来年になって支払う「地方税」「健康保険料」が低
くなるからです。

③持ち家であれば「保証人」になった際に売却してす
でに自分の所有物ではないと思うこと。住宅ローン
が残っているとすれば「ローンを完済」まではお金
を貸しているローン会社からの借り物だと思うこと。

④義父には、まず深々と詫びを入れること。そして全
ての状況を隠すことなく説明して、誠意をもって速
やかに対応すること。

⑤社長が精神的に強くなり健康であること。ひとりで悩ん
でいないで、気がかりなことや問題などは先送りせずに
「リスク・カウンセラー」に相談して速やかに解決して
おくこと。

◆保険の任意継続の手続きによって継続治療を…

それにしても、家族に病人がいることは何よりも気がか
りなことです。
妻が、治療に専念できるようにするために「健康保険証」

は必要なことです。すでに午後７時を過ぎていましたが、
知り合いの社会保険労務士の事務所に電話して、気がかり
なことを教えていただきました。
現在治療中で保険証を利用しているのであれば、会社が

倒産して社会保険料の契約が出来なくなっても、大丈夫な
方法があるというのです。
それは『任意継続被保険者』という取扱になり、会社

を経由しない手続きのため、今まで会社が半額負担してい
た保険料を本人が負担することによりそれが適用できるの
だそうです。
今まで高額の収入を取っていて高額の保険料を支払って

いた人でも、２万８千円前後の保険料で『任意継続』が出
来るようです。但し２年間だということですから、所得が
低くなった時点で、『国民健康保険』に切り替えればいい
のではないでしょうか。但し、納付がおくれると取り消し
になってしまうので十分注意をしておくように
しないといけません。詳細は社会保険事務所か
「総務省」のホームページで確認して下さい。

それにしても…、他人を連帯保証人に
して会社を続けるというのは如何なもの
でしょうかねぇ～。
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●友人の会社が倒産。リース会社から催告書

Ａ氏は４７歳。ふるさとの新潟県から東京へ
出てきて２０年目の夏、久々に小学校のクラス
会に出席し、再会したＢ氏の経営する会社が人
材を探しているときでした。

社長一族の不祥事でゴタゴタしていた会社を
辞めたいと思っていた時でもあったので、Ｂ氏
の経営する会社に役員として参加して欲しいと
熱心に誘うＢ氏の話は魅力的で、妻の反対を押
し切ってＢ君の会社に勤めることにしました。

二人三脚のコンビ経営は想像以上のパワーを
発揮し業績は順調に推移、取引先からの要請で
新たに製造ラインを増設することになりました。

しかし、増設ラインは８千万円を超えるもの
なので、リース会社から与信審査で役員のＡ氏
が連帯保証人となるのが条件となった。

Ｂ社の財務状況も安定していたしＢ社長の資
産も十分にあったので、連帯保証人になること
は役員として当然のことと躊躇することなく快
諾してしまったのです。

それから１年後、義父の会社を受け継ぐこと
とＢ社の仕事の一部を外注する形で辞職するこ
とになりました。いざ会社を引き継いでみると、
経営者として零細企業を経営するというのは大
変なことが多く、義父から継いだ顧客を消して
はいけないと死にものぐるいで働き続け、気がついたと
きはＢ社の仕事はほとんどなくなっていました。

「自分の会社らしく、社長業も板に付いたかな…」と
思えるようになった頃、辞職したＢ社が倒産したという
噂が耳に入ってきた。世話になったＢ社長に自分なりに
出来ることはないかと思い電話したのですが本人と連絡
が取れませんでした。
そんな心配をしているところへ裁判所から「特別送達」

が届き、Ｂ社で役員のときに契約したリースの連帯保証
人として「期限の利益」が喪失したので、残リース代金
として約４５００万円の債務を保証人として一括弁済を
することを求めているのです。

●夫の会社が倒産。離婚してマイホームを買ったが…

結婚して夫の仕事を手伝うようになった。夫唱婦随の
オシドリ夫婦と周囲が羨むほどの仲の良さ。仕事も順調
に大きくなり業界の中で、それなりに知名度もあがり、
夫は予てからデパートへの出店をしたいという夢をもっ

ていて、コネがあるという知人に動いてもらい、
おかげで出店を機に事業を一回り大きくするこ
とができました。だが、出店のためにそれまで
の３倍ほどの在庫を準備しなければならない。
そこで余儀なく銀行からの借入をすることとな
りました。

しかし、もとより利益率が低い商品であった
ので予定の売上高に達しないと資金繰りに奔走
しなければならないといった一喜一憂の出店事
情が続き、結局１年半でデパートを撤退。会社
を整理し事業も止めることになりました。

夫と十分話し合ったうえで、離婚することに
して妻は旧姓に戻ってワンルームアパートに移
り住み、コツコツと一人独立の為の資金作りを
始め、ようやく蓄えた預金を頭金にして小さな
マンションを買うことが出来た。
自宅兼作業場のマンションを持ったことを切っ

掛けにして仕事も順調に…。信じて頑張れば、
夢は叶うものだと、しみじみと至福感を楽しん
でいました。
ところが、ある日裁判所から『特別送達郵便』

がとどき、開封すると買ったマンションに差押
えが入っていることが書かれていました。別れ
た夫がデパート出店の時に借りた借入金の連帯
保証人になっていたからなのです。

例え夫婦が離婚して旧姓に戻ったとしても、
何処でどのようにしていても本人に変わりがな
いのですから、連帯保証人としての責任を免れ

ることは出来ません。

●保証債務の完済までは何処に行っても鎖に繋がれてる…

金融機関の借入金、リース契約、業務基本契約などに
老いて代表取締役の社長は連帯保証人になるのは当たり
前のことです。与信が不足しているような場合は、妻や
両親、子供などが追加保証人として指名されたりもしま
すが、そのような弱者までも連帯保証人にすることは控
えた方が良いと思います。

リース契約は毎月作成する『試算表』には全く出てこ
ないものなので、「見えない債務」の代表的なものであ
るとも言えます。

連帯保証人をはずしてもらうためには、リース残高を
一括弁済してしまう（完済する）しか方法はないといっ
ても過言ではありません。自分の資産額を超えた責任を
もてないような金額の契約書など…、連帯保証人の欄に
自分の名前を署名するときは、よくよく考えてからにす
るべきだと心にとどめておくことです。
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（英：Ｈｏｌｏｎｉｃ）全体（ホロス）と個（オン）の合成語。
すなわち組織と個人が有機的に結びつき全体も個人も生かすような形態を言う。

生物は個々の組織が自主的に活動すると同時に独自の機能を発揮する一方でそう
した個が調和して全体を構成する （小学館「カタカナ語の事典」より）
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昨今のニュースを聞くかぎり、サブプライム問題の余
波が、すぐにおさまる気配はなさそうです。
今月は、前回ご紹介した本

「The New Paradigm for Financial Markets: The Credit
Crisis of 2008 and What It Means」で、
ソロス・ファンド・マネージメントの会長、
ジョージ・ソロス氏が主張しているサブプ
ライム問題の対処方法ををご紹介したいと
思います。

ソロス氏は、少しでも多くの人が家を持
ち続けるべきだと書いています。

住宅ローンの債権者にとっても、ローン
額を下回る価値になってしまった家を所有

している債務者にとっても、住宅の売却は望ましくない
というのです。

差し押さえ・競売は、周辺の住宅価格が下落させるだ
けでなく、その地域の雇用や福祉など多方面にわたって
悪影響があるためです。

差し押さえ・競売に歯止めをかけるためには、債務者
の差し押さえの権利を残しつつも、組織的な対応と個別
の対応が求められると、ソロス氏は説明しています。
そのアプローチを主張している議員に下院のバーニー・

フランク氏の名前があげられ、彼のふたつの提案が紹介
されています。

一つめは、「破産法」の改定です。２００５年１月か
ら２００７年６月の契約に限定し、居住用の住宅ローン
の契約条件を裁判所が変更できるようにするという修正
です。

これにより、強制執行を待つことなく、債務者自らが
契約条件を見直すことが期待されています。

もうひとつは、債務者が支払い可能な住宅ローンに借
り換えできるようＦＨＡ(連邦住宅管理局)が保証すると
いうものです。

元の債権者は、現在の住宅評価額の８５％を上限に、
債務をＦＨＡから回収することができるようになります。

ＦＨＡは、この保証をすることにより、住宅の抵当権
を取得します。借り換え後に債務者が住宅を売却し、利
益が発生すれば、債務者は規定により利益を返還する義
務を負います。

前述の一つめの案は、サブプライム問題解決に貢献し
そうですが、ブッシュ政権で法案が通過する見通しは暗
いそうです。

一方、法案通過が現実的な二つめの案は、債務者に返
済額の２.５倍の収入を要求するため、救済対象が限定さ
れてしまい、サブプライム問題の解決への影響度は少な
くなります。

どちらにせよ、サブプライムは、収入の見込みの少な
い高年齢層や、差別的な待遇に甘んじることが多い有色
人種の割合が多いだけに、個人だけが責任を負う状態は
避けてほしいものです。

一旦、落ち着きを見せたかのように見えていた米国の
金融市場は、証券会社や保険会社にまで影響を及ぼし、
新しい金融商品の開発により、まるで日本の汚染米やイ
ンターネットのウイルスのように、サブプライム関係の
リスクが「金融商品」のどこにウイルスとして潜り込ん
でいるのかさえ分からないというのが実情のようです。

「任せて安心…」「信じて託す」などという謳い文句
の金融商品も、リスクがあることをもっと前面に押し出
した上で顧客に販売するようにしないと、さらに大きな
社会的な問題に発展することも十分考えられます。

World Now
＝サブプライム問題をどう解決すべきか？＝

●“ケチ”は時によりけり

ある新聞社の論説委員室に、一通の手
紙が舞い込んだそうだ。

「８８歳になり土地を処分した。生活
費だけあればいいから、何かお役に立っ
ことがあれば、寄付をしたい…」という
内容だった。

前後して、デンマークにいる千葉さん
という男性。養豚農家に住み込みで働き、
日本とデンマークのかけ橋になると決め、
日本とデンマークの交流学院の建設と運
営を目指していた。

しかし資金が絶対的に足りない。その
千葉さんのことを、８８歳の老婦人に伝
えたら、喜んでといい、1千万円を寄付
してくれたという。

論説委員氏は、やがてその老婦人の家
を訪ね、再び感動して新聞に書いた。
「訪ね当てた家は質素でした。そこから
上品な婦人が出てみえました」

ひるがえって、パブル経済華やかりし
頃、海外の絵画を何十億円という巨額を
投じて買った、某社の会長がいた。

しかしこの会長が１００万円でも寄付
したという話は聞いたこと゛ない。

とんでもないケチ、だったのだろうか。

話は大きく、約４００年前にタイム
スリップする。

黒田孝高(長政の父)は、大名の日野
根織部の朝鮮出兵に際し、金３００両
を貸した。

その織部が朝鮮から帰ると、金を返
しに孝高宅を訪ねた。すると、「きの
うの食べ残しの鯛を煮て出せ」と家来
に指示している孝高(官兵衛)の声が聞
こえた。
「噂に聞いてはいたが、途方もない大
ケチだ。これじゃ利息も、でっかく吹っ
かけられよう」と覚悟を決め、金を返
そうとした。すると孝高は、金を押し
返しながら言ったという。

「これは出兵に際し、ご苦労の意味を込め
て差し上げたもの…」と言い、孝高はとう
とう最後まで受け取らなかった。

その後の黒田藩には、藩の名声を高くす
る名政策が多いが、歴代主君の考え方の原
動力になったのが、この孝高の畏敬すべき、

い 　 け い

ケチのようでケチでない賢策だったのかも
知れない。

●経営者の器量を決める、三つの“つかい”
「わしゃあ、日本一のドケチや」と称する
のが、大阪の吉本晴彦(大阪丸ビル会長)さ
ん。
この人は、飲みに行っても、ホステスには、
一杯もおごらない。

「自分を、あんたたちが楽しませるのが、
あんたたちの務めや。なのになんで、おれ
が楽しませてもらうのに、余計な金を払わ
なければならんのや…」

そう言いながら、ホステスたちにはチッ
プを渡し、

「ほら、それはあんたらの収入や。その
自分の金で飲みなはれ」と言う人だ。チッ
プより、ドリンクのおごりがうんと安くつ
くのに…。

こんな話に接すると、黒田孝高の現代版
を見る思いがしますな、ご同輩！。

ぼくが駆け出しの頃勤めたコンサルタン
ト会社は、遠路の出張は{夜間の寝台車移動
に決められていた。(いまは違うが)夜間は
どうせ寝る。それなら寝ながら移動すれば
いいじゃないか、という考え方である。

すると中には、「会社はケチだ」と言う
者もいた。しかし、一度でもボーナスをも
らうとそんな連中も、何も言わなくなった
ものだ。

ボーナスは、ケチではなかったからだ。

経営者の器量は、金の儲け方より、金の
使い方に表れる、と言われる。

倒
産
し
た
会
社
の
沢
山
の
債
権
者
の
方
々
に
、
改

め
て
申
し
訳
あ
り
ま
せ
ん
で
し
た
お
詫
び
を
申
し
上

げ
る
と
共
に
…
“
あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
し
た
”
と

お
礼
を
言
わ
せ
て
い
た
だ
き
ま
す
。

先
日
、
机
の
中
に
大
切
に
し
て
保
存
し
て
あ
る
や

や
黄
ば
ん
で
し
ま
っ
た
コ
ピ
ー
を
読
み
直
し
て
い
ま

し
た
。
そ
れ
は
「
破
産
宣
告
の
通
知
」
と
い
う
書
類

で
、
昭
和
六
一
年
四
月
一
八
日
の
日
付
が
記
さ
れ
て

い
ま
し
た
。
私
が
経
営
し
て
い
た
会
社
の
破
産
宣
告

が
決
定
し
第
一
回
の
債
権
者
集
会
を
公
示
す
る
も
の

で
、
東
京
地
方
裁
判
所
合
同
庁
舎
七
階
七
一
三
号
法

定
と
書
い
て
あ
り
ま
し
た
。

今
で
も
七
月
一
〇
日
の
法
廷
で
の
光
景
は
忘
れ
た

こ
と
が
あ
り
ま
せ
ん
。
か
な
り
大
き
な

法
廷
で
傍
聴
席
は
五
〇
席
ぐ
ら
い
あ
っ

た
と
記
憶
し
て
い
ま
す
。

開
廷
を
告
げ
る
裁
判
官
の
凛
と
し
た

言
葉
が
静
ま
り
か
え
っ
た
法
廷
に
響
き
、

白
装
束
で
切
腹
す
る
武
士
の
介
添
え
の

刃
が
首
に
当
て
ら
れ
た
よ
う
な
覚
悟
を

し
た
こ
と
は
、
い
ま
で
も
自
分
の
身
体

の
中
の
奥
の
奥
に
住
み
着
い
て
い
る
か

の
よ
う
に
過
ご
し
て
き
ま
し
た
。

管
財
人
と
並
ん
で
被
告
席
（
裁
判
官

に
向
か
っ
て
右
側
）
に
座
り
、
管
財
人

が
読
み
上
げ
る
顛
末
を
聴
い
て
い
た
の

で
す
が
、
身
体
を
動
か
す
こ
と
さ
え
憚

れ
る
気
持
ち
で
い
た
あ
の
緊
張
感
は
、

六
十
数
年
間
の
人
生
で
あ
の
瞬
間
に
ま

さ
る
も
の
は
な
か
っ
た
と
思
い
ま
す
。

債
権
者
に
多
大
な
迷
惑
を
か
け
た
の

で
す
か
ら
当
然
の
こ
と
で
す
。
ど
れ
だ
け
の
時
間
が

経
過
し
た
の
か
さ
え
分
か
り
ま
せ
ん
で
し
た
。

閉
廷
直
前
に
、
傍
聴
席
に
い
る
債
権
者
に
お
詫
び

の
言
葉
を
言
わ
せ
て
い
た
だ
き
た
い
と
管
財
人
に
お

願
い
し
、
裁
判
長
の
許
可
を
得
て
い
た
だ
き
ま
し
た
。

温
か
く
健
康
を
気
遣
っ
て
言
葉
を
か
け
て
下
さ
る

方
、
と
ん
で
も
な
い
奴
だ
と
罵
倒
す
る
方
、
再
起
を

期
待
し
て
い
る
と
言
っ
て
下
さ
る
方
、
淡
々
と
そ
の

席
を
起
っ
て
い
く
方
な
ど
、
わ
ず
か
な
時
間
で
し
た

が
今
で
も
想
い
出
す
と
目
頭
が
熱
く
な
る
ほ
ど
忘
れ

る
こ
と
が
出
来
ま
せ
ん
。

そ
の
時
の
、
債
権
者
の
方
々
か
ら
放
た
れ
て
い
た

様
々
な
気
が
、
リ
ス
ク
・
カ
ウ
ン
セ
ラ
ー
の
私
の
原

動
力
と
な
っ
て
い
る
こ
と
は
間
違
い
あ
り
ま
せ
ん
。

ありがとうの思い出－０８

経

営

者

の

器

量

を

決

め

る

人

使

い

、

金

遣

い

、

時

間

使

い

経
営
コ
ン
サ
ル
タ
ン
ト

二
見
道
夫

異常気象による急激な増水によってガード下の道路が冠
水し軽自動車に乗っていた女性が死亡するという事件があ
りました。
東京都内では、目黒川、小石川、石神井川などの普段は

水量の少ない静かな流れが、集中豪雨などで急激に水かさ
が増し、またたく間に岸から溢れだし、辺り一帯が小さな
湖のように一気に増水し、床上、床下の浸水と云うことが
起きています。
数十年前に東京を通過した伊勢湾台風による洪水被害や、

平成１２年９月に発生した「東海豪雨」（総雨量＝５８９m
m、時間最大雨量＝１１４mm）の実績を元にして、水害の予
想される地域を示した『水害ハザードマップ』を各行政窓
口で作成しています。
集中豪雨によって浸水する可能性のある範囲を示した地

図は、万一に備えて確認しておくことが大切ではないでしょ
うか。自宅から避難場所への経路や家族との連絡方法など
を確認しておきましょう。
災害は忘れた頃にやってくるという言葉があるように、

特に、高齢者がいるような家族の場合は、病院などへ行く
避難経路や暴風暴雨対策、水で埋もれてしまう道路の状況
などを『水害ハザードマップ』の上に書き込んでおいても
良いのではないでしょうか。
『水害ハザードマップ』は水の深さによって、４段階に

色分けし、５０メートルメッシュで表示してあります。
東京都内は南に多摩川があり北東には荒川、江戸川が流

れており、武蔵野丘陵から東京湾に向かって幾つもの川が
流れています。神田川、新河岸川、隅田川、野川、千川、
石神井川、白子川、綾瀬川、丸子川、谷沢川などです。

【水害ハザード】が設定されている区を挙げてみると…
千代田区、中央区、港区、江東区、新宿区、文京区、品川
区、目黒区、大田区、世田谷区、中野区、杉並区、豊島区、
板橋区、練馬区、足立区、江戸川区、がありますが、隣接
する上流に当たる武蔵野市、調布市にも、洪水危険地域が
あります。
ハザードマップには各地域非難場所や区の施設病院等も

細かく記載されています。ある新聞社のアンケート調査で
は「あなたの地域ハサードマップを見たことがありますか？」
という質問に対して…「無い」という回答が７０％を上回っ
たそうです。
この際ご自分の地域の状態を知り関心を持つことが防災

や災害を未然に防ぐことになると思います。
各区市町村のハザードマップは東京都建設局のページか

らもリンクでダウンロードも出来ます。また、いざ大雨や
台風が到来した場合でも東京都の水防災総合情報システム
や東京アメッシュ（http://tokyo-ame.jwa.or.jp/）では雨
量などの情報をリアルタイムで提供していますので予測や
注意喚起を促すことができます。ポイントは、目の前の水
量よりも、川上にどれだけの降雨量があったのかです。
日頃から我々が出来る事は何なのでしょう？

①自分の地域の危険性を調べておくこと。②事前に非難す
る場所等を家族やお友達と確認しておくこと。③食べ物や
水懐中電灯やラジオ等の非常用具をまとめておくこと。④
家族との連絡の取り方を決めておく。⑤緊急時に移動する
場合は，何人かまとまって行動するようこころがける。⑥
となり近所で協力し，お年より、体の不自由な方や子供を
優先し，行動する。
少子高齢化が進む現代では、「共に助け合う心」が希薄

になっています。都心では、地域のとなりぐみや自治体の
結束が心配です。災害時の協力・助け合いの面で不安があ
ります。「共に助け合う心」は防災の要諦です。
水害への備えとは？ 水害が発生した際に各自がどのよ

うな行動をとるべきなのか…。この機会に、近所や家庭の
中できちんと話し合っておくことが大切だとおもいます。

＜不動産ワンポイント＞

水害ハザード地域はご注意を！

不動産コーディネーター 豊田泰幸


